
東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

五

年

一

月

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

一

号

東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

施

行

規

則

（

平

成

九

年

十

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

中

「

次

の

各

号

に

」

を

「

次

に

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

五

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

た

も

の

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。令

和

五

年

一

月

三

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

東

京

都

北

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

十

五

条

た

だ

し

書

中

「

八

百

円

」

を

「

九

百

円

」

に

、

「

有

料

粗

大

ご

み

処

理

券

Ａ

又

は

」

を

「

有

料

粗

大

ご

み

処

理

券

Ａ

若

し

く

は

」

に

改

め

、

同

条

の

表

八

百

円

の

項

か

ら

二

千

八

百

円

の

項

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

九

百

円

有

料

粗

大

ご

み

処

理

券

Ｂ

三

枚

千

三

百

円

有

料

粗

大

ご

み

処

理

券

Ａ

二

枚

有

料

粗

大

ご

み

処

理

券

Ｂ

三

枚

二

千

三

百

円

有

料

粗

大

ご

み

処

理

券

Ａ

一

枚

有

料

粗

大

ご

み

処

理

券

Ｂ

七

枚

三

千

二

百

円

有

料

粗

大

ご

み

処

理

券

Ａ

一

枚

有

料

粗

大

ご

み

処

理

券

Ｂ

十

枚

第

四

十

七

条

の

表

中

「

二

千

六

百

六

十

円

」

を

「

三

千

四

十

五

円

」

に

、

「

三

千

四

百

二

十

円

」

を

「

三

千

九

百

十

円

」

に

、

「

千

五

百

二

十

円

」

を

「

千

七

百

四

十

円

」

に

、

「

七

百

六

十
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円

」

を

「

八

百

七

十

円

」

に

改

め

る

。

別

表

第

一

備

考

以

外

の

部

分

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

別

表

第

一

粗

大

ご

み

の

廃

棄

物

処

理

手

数

料

（

第

三

十

八

条

関

係

）

種

目

番

号

品

目

単

価

電

気

・

ガ

一

ミ

シ

ン

（

卓

上

式

の

も

の

）

四

百

円

ス

・

石

油

器

具

二

ミ

シ

ン

（

卓

上

式

の

も

の

を

除

く

。

）

二

千

三

百

円

三

電

気

洗

濯

機

（

一

槽

式

の

も

の

）

二

千

三

百

円

四

電

気

洗

濯

機

（

二

槽

式

の

も

の

）

千

三

百

円

五

衣

類

乾

燥

機

千

三

百

円

六

冷

蔵

庫

（

高

さ

八

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

千

三

百

円

の

）

七

冷

蔵

庫

（

高

さ

八

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

の

も

三

千

二

百

円

の

）

八

ガ

ス

テ

ー

ブ

ル

（

ガ

ス

こ

ん

ろ

）

四

百

円

九

電

子

レ

ン

ジ

四

百

円
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十

ガ

ス

オ

ー

ブ

ン

二

千

三

百

円

十

一

食

器

洗

い

乾

燥

機

九

百

円

十

二

ス

ト

ー

ブ

（

フ

ァ

ン

ヒ

ー

タ

ー

）

九

百

円

十

三

ス

ト

ー

ブ

（

フ

ァ

ン

ヒ

ー

タ

ー

を

除

く

。

）

四

百

円

十

四

エ

ア

コ

ン

デ

ィ

シ

ョ

ナ

ー

室

内

機

九

百

円

十

五

エ

ア

コ

ン

デ

ィ

シ

ョ

ナ

ー

室

外

機

（

エ

ア

コ

ン

デ

二

千

三

百

円

ィ

シ

ョ

ナ

ー

室

内

機

と

一

体

型

の

も

の

を

含

む

。

）

十

六

扇

風

機

四

百

円

十

七

除

湿

機

四

百

円

十

八

換

気

扇

四

百

円

十

九

電

気

掃

除

機

四

百

円

二

十

照

明

器

具

四

百

円

二

十

一

空

気

清

浄

機

四

百

円

二

十

二

ス

テ

レ

オ

セ

ッ

ト

（

幅

百

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

未

満

千

三

百

円
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の

も

の

）

二

十

三

ス

テ

レ

オ

セ

ッ

ト

（

幅

百

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

三

百

円

の

も

の

）

二

十

四

カ

ラ

オ

ケ

演

奏

装

置

九

百

円

二

十

五

ス

ピ

ー

カ

ー

（

幅

と

高

さ

の

合

計

が

百

セ

ン

チ

メ

四

百

円

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

一

個

）

二

十

六

ス

ピ

ー

カ

ー

（

幅

と

高

さ

の

合

計

が

百

セ

ン

チ

メ

九

百

円

ー

ト

ル

以

上

の

も

の

一

個

）

二

十

七

オ

ー

デ

ィ

オ

機

器

（

単

体

の

も

の

。

カ

ラ

オ

ケ

演

四

百

円

奏

装

置

及

び

ス

ピ

ー

カ

ー

を

除

く

。

）

二

十

八

テ

レ

ビ

受

像

機

（

二

十

イ

ン

チ

未

満

の

も

の

）

九

百

円

二

十

九

テ

レ

ビ

受

像

機

（

二

十

イ

ン

チ

以

上

の

も

の

）

二

千

三

百

円

三

十

薄

型

テ

レ

ビ

（

プ

ラ

ズ

マ

・

液

晶

で

二

十

八

イ

ン

四

百

円

チ

以

下

の

も

の

）

三

十

一

薄

型

テ

レ

ビ

（

プ

ラ

ズ

マ

・

液

晶

で

二

十

八

イ

ン

九

百

円

チ

を

超

え

三

十

二

イ

ン

チ

以

下

の

も

の

）

三

十

二

薄

型

テ

レ

ビ

（

プ

ラ

ズ

マ

・

液

晶

で

三

十

二

イ

ン

千

三

百

円
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チ

を

超

え

四

十

二

イ

ン

チ

以

下

の

も

の

）

三

十

三

薄

型

テ

レ

ビ

（

プ

ラ

ズ

マ

・

液

晶

で

四

十

二

イ

ン

二

千

三

百

円

チ

を

超

え

る

も

の

）

三

十

四

ビ

デ

オ

デ

ッ

キ

四

百

円

家

具

・

寝

一

箱

物

家

具

（

幅

と

高

さ

の

合

計

が

百

三

十

五

セ

ン

四

百

円

具

等

チ

メ

ー

ト

ル

以

下

の

も

の

）

二

箱

物

家

具

（

幅

と

高

さ

の

合

計

が

百

三

十

五

セ

ン

九

百

円

チ

メ

ー

ト

ル

を

超

え

百

八

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下

の

も

の

）

三

箱

物

家

具

（

幅

と

高

さ

の

合

計

が

百

八

十

セ

ン

チ

千

三

百

円

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

百

七

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下

の

も

の

）

四

箱

物

家

具

（

幅

と

高

さ

の

合

計

が

二

百

七

十

セ

ン

二

千

三

百

円

チ

メ

ー

ト

ル

を

超

え

三

百

六

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

）

五

箱

物

家

具

（

幅

と

高

さ

の

合

計

が

三

百

六

十

セ

ン

三

千

二

百

円

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

の

も

の

）

六

テ

ー

ブ

ル

・

座

卓

（

最

大

辺

が

百

セ

ン

チ

メ

ー

ト

四

百

円

ル

未

満

の

も

の

）
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七

テ

ー

ブ

ル

・

座

卓

（

最

大

辺

が

百

セ

ン

チ

メ

ー

ト

九

百

円

ル

以

上

百

五

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

）

八

テ

ー

ブ

ル

・

座

卓

（

最

大

辺

が

百

五

十

セ

ン

チ

メ

千

三

百

円

ー

ト

ル

以

上

の

も

の

）

九

ソ

フ

ァ

ー

（

一

人

用

の

も

の

）

九

百

円

十

ソ

フ

ァ

ー

（

二

人

以

上

用

の

も

の

）

二

千

三

百

円

十

一

い

す

（

ソ

フ

ァ

ー

を

除

く

。

）

四

百

円

十

二

鏡

台

千

三

百

円

十

三

両

そ

で

机

三

千

二

百

円

十

四

机

（

両

そ

で

机

を

除

く

。

）

千

三

百

円

十

五

敷

物

九

百

円

十

六

ウ

ッ

ド

カ

ー

ペ

ッ

ト

（

四

畳

半

未

満

）

九

百

円

十

七

ウ

ッ

ド

カ

ー

ペ

ッ

ト

（

四

畳

半

以

上

）

千

三

百

円

十

八

ア

コ

ー

デ

ィ

オ

ン

カ

ー

テ

ン

九

百

円
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十

九

ブ

ラ

イ

ン

ド

四

百

円

二

十

ベ

ッ

ド

マ

ッ

ト

（

シ

ン

グ

ル

サ

イ

ズ

）

九

百

円

二

十

一

ベ

ッ

ド

マ

ッ

ト

（

シ

ン

グ

ル

サ

イ

ズ

を

超

え

る

も

千

三

百

円

の

）

二

十

二

シ

ン

グ

ル

ベ

ッ

ド

（

ベ

ッ

ド

マ

ッ

ト

を

除

く

。

）

千

三

百

円

二

十

三

ダ

ブ

ル

ベ

ッ

ド

（

ベ

ッ

ド

マ

ッ

ト

を

除

く

。

）

二

千

三

百

円

二

十

四

布

団

四

百

円

オ

フ

ィ

ス

一

ワ

ー

ド

プ

ロ

セ

ッ

サ

ー

四

百

円

オ

ー

ト

メ

ー

シ

ョ

ン

二

パ

ー

ソ

ナ

ル

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

千

三

百

円

機

器

三

プ

リ

ン

タ

ー

（

高

さ

二

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下

四

百

円

の

も

の

）

四

プ

リ

ン

タ

ー

（

高

さ

二

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

を

超

九

百

円

え

三

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下

の

も

の

）

五

プ

リ

ン

タ

ー

（

高

さ

三

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

を

超

千

三

百

円

え

る

も

の

）

六

オ

フ

ィ

ス

オ

ー

ト

メ

ー

シ

ョ

ン

機

器

（

ワ

ー

ド

プ

千

三

百

円
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ロ

セ

ッ

サ

ー

、

パ

ー

ソ

ナ

ル

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

及

び

プ

リ

ン

タ

ー

を

除

く

。

）

趣

味

用

品

一

オ

ル

ガ

ン

二

千

三

百

円

二

ス

キ

ー

板

四

百

円

三

ゴ

ル

フ

用

具

四

百

円

四

サ

ー

フ

ボ

ー

ド

九

百

円

五

健

康

器

具

（

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

以

下

の

も

の

）

四

百

円

六

健

康

器

具

（

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

を

超

え

二

十

キ

ロ

グ

九

百

円

ラ

ム

以

下

の

も

の

）

七

健

康

器

具

（

二

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

を

超

え

三

十

キ

ロ

千

三

百

円

グ

ラ

ム

以

下

の

も

の

）

八

健

康

器

具

（

三

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

を

超

え

五

十

キ

ロ

二

千

三

百

円

グ

ラ

ム

以

下

の

も

の

）

九

健

康

器

具

（

五

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

を

超

え

七

十

キ

ロ

三

千

二

百

円

グ

ラ

ム

以

下

の

も

の

）

そ

の

他

一

ス

ー

ツ

ケ

ー

ス

四

百

円
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二

編

み

機

四

百

円

三

米

び

つ

四

百

円

四

洗

面

化

粧

台

千

三

百

円

五

た

た

み

（

半

畳

）

九

百

円

六

た

た

み

（

一

畳

）

千

三

百

円

七

建

具

（

ア

ル

ミ

サ

ッ

シ

及

び

ガ

ラ

ス

戸

）

九

百

円

八

建

具

（

ア

ル

ミ

サ

ッ

シ

及

び

ガ

ラ

ス

戸

を

除

四

百

円

く

。

）

九

物

干

し

台

（

一

個

）

九

百

円

十

水

槽

九

百

円

十

一

衣

装

箱

四

百

円

十

二

自

転

車

（

電

動

ア

シ

ス

ト

式

を

除

き

十

六

イ

ン

チ

四

百

円

未

満

の

も

の

）

十

三

自

転

車

（

電

動

ア

シ

ス

ト

式

を

除

き

十

六

イ

ン

チ

九

百

円

以

上

の

も

の

）

- 9 -



十

四

自

転

車

（

電

動

ア

シ

ス

ト

式

）

千

三

百

円

十

五

脚

立

四

百

円

十

六

ブ

ラ

ン

コ

九

百

円

十

七

滑

り

台

九

百

円

十

八

子

供

用

遊

具

（

ブ

ラ

ン

コ

及

び

滑

り

台

を

除

四

百

円

く

。

）

十

九

ベ

ビ

ー

ベ

ッ

ド

九

百

円

二

十

乳

児

用

具

（

ベ

ビ

ー

ベ

ッ

ド

を

除

く

。

）

四

百

円

二

十

一

そ

の

他

の

も

の

（

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

以

下

の

も

の

）

四

百

円

二

十

二

そ

の

他

の

も

の

（

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

を

超

え

二

十

キ

九

百

円

ロ

グ

ラ

ム

以

下

の

も

の

）

二

十

三

そ

の

他

の

も

の

（

二

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

を

超

え

三

十

千

三

百

円

キ

ロ

グ

ラ

ム

以

下

の

も

の

）

二

十

四

そ

の

他

の

も

の

（

三

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

を

超

え

五

十

二

千

三

百

円

キ

ロ

グ

ラ

ム

以

下

の

も

の

）

二

十

五

そ

の

他

の

も

の

（

五

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

を

超

え

七

十

三

千

二

百

円
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キ

ロ

グ

ラ

ム

以

下

の

も

の

）

別

表

第

一

備

考

四

を

同

表

備

考

五

と

し

、

同

表

備

考

三

を

同

表

備

考

四

と

し

、

同

表

備

考

二

中

「

「

八

百

円

を

「

九

百

円

」

に

、

四

百

円

を

「

四

百

円

」

に

、

「

千

二

百

円

」

を

」

」

「

「

千

三

百

円

に

、

「

六

百

円

」

を

六

百

円

に

、

「

二

千

円

」

を

「

二

千

三

百

円

」

」

」

に

、

「

「

千

円

」

を

「

「

千

百

円

」

に

、

「

二

千

八

百

円

」

を

「

三

千

二

百

円

」

に

、

「

千

四

百

円

」

を

「

千

六

百

円

」

に

改

め

、

同

表

備

考

二

を

同

表

備

考

三

と

し

、

同

表

備

考

一

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

二

品

目

の

欄

に

掲

げ

る

品

目

（

そ

の

他

の

も

の

を

除

く

。

）

以

外

の

品

目

は

、

重

さ

、

大

き

さ

等

を

考

慮

し

て

、

品

目

の

欄

に

掲

げ

る

品

目

に

最

も

近

い

品

目

（

そ

の

他

の

も

の

を

除

く

。

）

と

み

な

し

、

当

該

品

目

の

単

価

は

、

最

も

近

い

と

み

な

し

た

品

目

の

単

価

に

掲

げ

る

金

額

と

す

る

。

た

だ

し

、

こ

れ

に

よ

っ

て

も

な

お

単

価

が

定

め

ら

れ

な

い

品

目

は

、

そ

の

他

の

も

の

と

す

る

。

別

記

第

六

号

様

式

中

「

4
0
円

」

を

「

4
6
円

」

に

改

め

る

。

別

記

第

十

四

号

様

式

か

ら

第

十

七

号

様

式

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第１４号様式（第４６条関係） 
 

 
 
 
   寸法  縦 ８５ミリメートル 
       横 １３０ミリメートル 
 
    

刷色  外側 緑色 
    内側 灰色 
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第１５号様式（第４６条関係） 
 

 
 
 
   寸法  縦 ８５ミリメートル 
       横 １３０ミリメートル 
 
    

刷色  外側 青色 
    内側 灰色 
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第１６号様式（第４６条関係） 
 

 
 
 
   寸法  縦 ８５ミリメートル 
       横 １３０ミリメートル 
 
    

刷色  外側 赤色 
    内側 灰色 
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第１７号様式（第４６条関係） 

 

 
 
 
   寸法  縦 ８５ミリメートル 
       横 １３０ミリメートル 
 
    

刷色  外側 黄色 
    内側 灰色 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 15 -



付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

現

に

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

規

則

（

以

下

「

改

正

前

の

規

則

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

る

有

料

ご

み

処

理

券

（

以

下

「

旧

有

料

ご

み

処

理

券

」

と

い

う

。

）

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

旧

有

料

ご

み

処

理

券

を

区

長

に

返

還

し

て

現

金

の

還

付

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

３

当

分

の

間

、

旧

有

料

ご

み

処

理

券

の

交

付

を

受

け

た

者

は

、

区

長

に

対

し

て

、

旧

有

料

ご

み

処

理

券

に

係

る

廃

棄

物

処

理

手

数

料

と

、

改

正

後

の

規

則

の

規

定

に

よ

る

有

料

ご

み

処

理

券

（

以

下

「

新

有

料

ご

み

処

理

券

」

と

い

う

。

）

に

係

る

廃

棄

物

処

理

手

数

料

と

の

差

額

を

納

付

す

る

こ

と

に

よ

り

、

旧

有

料

ご

み

処

理

券

を

新

有

料

ご

み

処

理

券

と

交

換

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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